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～ 北海道民のみなさまへ ～ 

○２０１９年１２月以降、中国湖北省武漢市において、新型コロナウイルス関連肺炎の発生が継続的に報告され、中国を中心に、 

 複数の国で報告されています。 

○風邪やインフルエンザと同様に、まずは咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策が重要です。 

○感染症法に基づく「指定感染症」に指定されたため、症状などにより医療機関への受診方法が変わりますので、ご注意ください。 

帰国者・接触者相談センター（お住まいの地
域の保健所）にご相談ください。 

  

診療体制の整った医療機関をご案内します。 

新型コロナウイルス感染症の疑い例（定義） 
発熱（３７．５度以上）かつ呼吸器症状があり、発症前１４日以内に、中国湖北省に渡航又は居
住していた方又は、渡航又は居住していた方との濃厚接触がある方。 
  

※濃厚接触とは、同居あるいは長時間の接触（車内等を含む）や、疑い患者への看護・介護の実施、たん

やつば等に直接触れた可能性が高い場合。 

注）衛生研究所は医療機関から提出された血液等を検査する機関であり、一般の方の診察や検査は行っておりませんのでご留意ください。 

保健福祉部健康安全局地域保健課（担当：高橋） 

ダイヤルイン 011-204-5257、内線 25-505 

通常どおり、医療機関を受診してください。 

 

該当する 該当しない 

○本感染症と診断された場合は、主治医の判断に基づき、症状・ウイルス

消失が確認できるまで入院となります。 

○検査結果が陰性の場合は、感染予防対策を継続してください。 


